
 
 

第２８回情報公開委員会検討部会議事概要 

 

令和元年１０月３日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 

 

１．日 時   令和元年 ９月 １２日（木） １４：１０～１５：３５ 

 

 

２．場 所  ＴＫＰ東京駅セントラルカンファレンスセンター １１階 

カンファレンスルーム１１Ⅾ 

（〒103－0028 東京都中央区八重洲 1-8-16新槇町ビル） 

 

 

３．出席者   部会長   西土 彰一郎 成城大学 法学部 教授 

委 員   鈴木 秀美  慶應義塾大学 

メディア・コミュニケーション研究所 教授 

委 員   淺田 正彦  京都大学 大学院法学研究科 教授 

委 員   市村 元   関西大学 客員教授 

委  員   高後 元彦  弁護士 

 

 

４．議 題 

(１) 第２７回情報公開委員会検討部会議事概要について 

(２) 開示請求の対応状況について 

(３) 開示請求に係る検討事項 

 

 

５．配付資料 

部会２８－１ 第２７回情報公開委員会検討部会議事概要 

部会２８－２ 開示請求の最近の状況 

部会２８－３ 開示請求対応状況一覧 

  部会２８－４ 開示請求に係る検討事項 

 

６．議事要旨 

（１）第２７回情報公開委員会検討部会議事概要について 

事務局から、部会２８－１に基づき、第２７回情報公開委員会検討部会議事概要に

ついて報告があり、確認がなされた。 

 

 



 
 

（２）開示請求対応状況について 

事務局から、部会２８－２及び３に基づき、前回の検討部会以降に開示請求の 

   あった１０件の事案に係る対応について報告があり、以下の質疑応答の上、確認が 

なされた。 

 委員から、事務事業情報に関連し、開示の電話番号と不開示の電話番号がある理由

について質問があった。これについては、事務局から、インターネット等で容易に

検索できる代表電話等は開示、関係者のみが知るものは不開示としたことを説明し

た。 

 音声録音データの機構職員名を個人情報として無音にして開示したことに関連し

て、委員から個人情報と議論の重要な部分が重なった場合は、どのように対処すべ

きかの疑問が呈され、対応策として、例えば、発言内容を文字起こしする等で補足

説明すれば、適切な情報開示が可能との意見が出された。 

 

（３）開示請求に係る検討事項 

事務局から、部会 28－4に基づき、説明がなされた後、委員から以下の意見が出 

され、今後の業務において留意することとした。 

   ・開示請求者の情報については、引き続き厳格に管理し、社会からの信頼の維持に

努めること。 

   ・開示請求に基づき開示された情報の取扱いは、基本的に開示請求者の自由である

ことに留意すること。 

以 上 

 

 


